
日弁連業3第256号

2018年（平成30年） 11月27日

法務大臣山下貴司殿

日本弁護士連合会

会長菊地裕太 §

’
弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に

ついて（報告）

弁護士法第5条の3第2項の規定に基づき，標記研修の履修の状況について，

別紙のとおり報告します。
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報告事項1 研修生の氏名及び生年月日

1955年1月16日

1948年3月7日

1955年1月31日

1950年11月4日

1959年10月18日

1979年6月19日

1983年4月13日

柳浦清文

佐々木俊雄

岩本章吾

小梁吉章

福田淳一

橘一哉

青山竜治
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報告事項2

平成30年度研修カリキュラム
※この研修は.掴気など『やむを得ない事棺｣が無い醒り欠席は醒められませノ
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報告事項3 申請者の研修における出席状況及び受講態度

本年度の研修生の出席状況及び受講態度について，以下のとおり報告します。

[集合研修］

■■■

■■■■■

[実務研修］

全体的に，研修状況については，特に記載すべき点はありません。
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報告事項4研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかについての

意見

研修の課程を修了したと認められる者

柳浦清文

佐々木俊雄

岩本章吾

小梁吉章

福田淳一

橘 一哉

青山竜治

1

研修の課程を修了したと認められない者

■■■■■■■■
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報告事項5その他参考となる事項

1本年度の研修生

本年度の研修を受講する者（以下「研修生」という｡）は8名で，■■■■■

■■■■■■■■■■

2本年度のカリキュラムの特徴

本年度のカリキュラムは，報告事項2のとおりである。

本年度も，基本講義（集合研修Ⅱ）の行われる前に2日間，民事，刑事の各訴

訟手続について基礎的知識を学ぶこととし，民事については司法研修所の「民事

訴訟第一審手続の流れ｣，刑事については司法研修所の新たに制作された「はじ

めての裁判員裁判」の各ビデオを上映しながら講師による解説を行った｡そして，

この際に民事・刑事の基礎的な択一式の設問を行い，研修生に現時点の自分の理

解度を自覚してもらうこととした。

また， これからの起案がどのようなものかを教えるために，本来の起案の前に

研修生に訴状の起案（起案1）を作成・提出させ， これを添削の上，基本講義の

最終日に返却し，その後の起案への準備をさせることとした。

そして， この起案についての評価(ABCD)については，講評時に研修生に

も伝え，今後の起案作成の参考にしてもらった。また，研修生が8名と少人数で

あったため，起案講評日の昼休みに食事をとりながら，研修生から起案に当たっ

て苦労した点などを聞くとともに，研修担当者が直接，今後の受講や起案につい

ての助言を与えることとした。

3研修の結果について

本年度の研修の結果は，報告事項4のとおりである。研修を修了したと認めら

れるか否かについては，集合研修担当講師による会議， 日弁連総合研修センター

による検討を経た後，研修修了審査会議において最終的な検討を行った。研修の

結果については， 「弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修にお

ける日弁連総合研修センターの評価及び意見に関する基準」第3条及び第4条に

基づき決定した。

4研修の修了について

「研修が修了したと認められるか否か」については，起案2ないし5の各評価

と講評での応答や受講態度などを検討し，その中のD評価の有無等によって判断

するこ･ととした。ただし, C評価が多い場合については, C評価の起案の一部に

ついて再起案の提出を求めることとした。
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5その他

(1)受講態度について

(2)起案について

事前に法務省において受講経験者を講師にするなどして，研修に臨む姿勢に

ついてガイダンスを行ったことが一定の役割を果たしていたと思われる。

(3)■■■■■■■■■■■■■

以上
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[参考資料］

平成30年度弁腫士法5条の規定による弁謹士業務についての研倦（報告事項1及び4)
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